
第３次三田市スポーツ推進基本計画における重点取り組み状況 【資料２】

基本方針Ⅰ　スポーツでまちに「にぎわい」を！

＜各年度での取り組み予定＞

R6 R7 R8 R9

①ノルディック・ウォーキングイベントの実施（2
回）
→・R6.10.6ノルディック・ウォーキングフェスタ
（WMG開催記念大会）
→・R7.3.30さんださくら物語ノルディック・
ウォーキングフェスタ

②派遣型・高齢者スクールでのノルディック・
ウォーキング普及推進
→市内の団体等の要請や高齢者に特化した
スポーツスクールを実施（2回）

③ミニチャレンジデーにおけるノルディック・
ウォーキングの普及推進
→各小学校区単位での巡回スポーツ体験会
等

④ノルディック・ウォーキングの普及推進
→市内ウォーキングコース等を活用した巡回
体験会等実施

取り組み内容等

【内　容】
ノルディック・ウォーキングイベントを通じた市の魅力発信

【想定される姿】
○ノルディック・ウォーキングを行うことにより、健康意識の向上、介護予防の進展など健康な市民が増える。
○スポーツ・健康づくりの一つとして、ノルディック・ウォーキングが市民に浸透し、自主的な活動が増える。
○市民には、市内の豊かな自然環境の再発見などツーリズム要素を取り入れられ、運動の機会づくりが図られる。また、市外の方にも市の魅力が発信され、スポーツと一
体となった観光ツーリズムの推進が図られている。

【主な取り組み状況・今後の取り組み課題など】
○ノルディック・ウォーキングにおける季節を体感できる四季を通じたイベントとの連携や機会づくり。
　⇒　◆R6.10.6ノルディック・ウォーキングフェスタ（WMG開催記念大会）（269名参加）
　　　 ◆R7.3.30さんださくら物語ノルディック・ウォーキングフェスタ（190名参加）　➡　引き続き継続的に実施し、市の魅力発信を図っていく。
○市内のウォーキングコースを活用したノルディック・ウォーキングの推進。
　⇒　◆春と秋のフェスタにおいて、武庫川コースと有馬富士コースを活用。　➡　他のコースも活用し、推進を図っていく。
○WMG2027関西開催（ノルディック・ウォーキングのオープン競技）に向けての周知啓発による市の魅力発信。
　⇒　◆スポーツ推進委員によるノルディック・ウォーキング体験会を実施。（9回実施）　◆ミニチャレンジデーにおける周知啓発実施。（2回実施）
　　➡　機会があるごとに周知啓発を実施し、より多くの方に参加してもらえるよう啓発の推進を図っていく。

①②③継続的な実施

④継続的な実施
WMG2027関西オープン

競技ノルディック・

ウォーキング大会実施

1



基本方針Ⅱ　スポーツで「夢」と「輝き」を！

＜各年度での取り組み予定＞

R6 R7 R8 R9

①年間を通して、ヴィッセル神戸や兵庫ブレイ
バーズ等の試合日程や観戦の周知等実施

②さんだファミリースポーツカーニバル＆市民
チャレンジデーを実施し、スポーツ運動きっか
けを提供
→R6.6.16実施

③各種スクールで、スポーツ運動の習慣づくり
の機会提供
→派遣型・高齢者、スポーツ教室等

④指導者などの担い手の育成養成手法の検
討

⑤担い手育成養成の手法として、研修会等実
施

取り組み内容等

【内　容】
スポーツを楽しむ機会をつくる

【想定される姿】
○「する」「みる」「かんじる」「ささえる」に関わる機会が増える。
○スポーツや運動習慣が定着する。

【主な取り組み状況・今後の取り組み課題など】
○プロスポーツなどレベルの高い競技会や大会などを「みる」・「かんじる」機会づくり。
　⇒　◆ヴィッセル神戸や兵庫ブレイバーズの観戦案内や試合日程等を随時、周知等実施。
　　➡　引き続き、観戦案内や試合情報等を周知し、機会づくりを推進する。
○スポーツを「する」機会の提供や情報発信の推進及び習慣の定着化を図る。
　⇒　◆さんだファミリースポーツカーニバル＆市民チャレンジデーを実施し、体を動かす機会を提供。（のべ438名参加）
　　➡　継続的に実施し機会提供を図り、スポーツ実施率の向上も図っていく。
○スポーツを「ささえる」担い手の育成の推進。
　⇒　◆各協会や個々により指導者育成等、担い手の確保を実施していただいている。今後、部活動の地域移行と併せて検討を行っていく。
　　➡　部活動の地域移行と併せた取り組みであるが、育成方法や登録など運用方法も視野にいれながら関係団体や他市町の取り組みなども参考にしながら検討を行っていく。

①～③継続的な実施

⑤継続的な実施
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基本方針Ⅲ　スポーツで誰もがつながり「幸せ」を！

＜各年度での取り組み予定＞

R6 R7 R8 R9

①さんだファミリースポーツカーニバル＆市民
チャレンジデーでの障害者スポーツ体験コー
ナーの設置
→R6.6.16実施。車イスバスケ等の体験を実
施。
→あわせて、障害の有無に関係なく共にス
ポーツする機会提供（フライングディスク、
ボッチャ、ジャベリング）
→マスターズマラソンファンラン部門での障害
者（車イス等）でも参加できる環境づくり

②国体などの全国大会出場者へのメッセージ
の送付や報告会の実施

③障害、年齢に関係なくスポーツやレジャーを
楽しむことができる環境づくりの検討を行う。

取り組み内容等

【内　容】
障害者スポーツの推進

【想定される姿】
○障害者スポーツに対する認知度向上。
○障害の有無に関係なく一緒にスポーツを楽しめる機会づくり。
○障害者スポーツの大会情報や優秀選手等への奨励。

【主な取り組み状況・今後の取り組み課題など】
○障害者スポーツ体験の機会提供。
○障害の有無に関係のないイベントの推進。
　⇒　◆さんだファミリースポーツカーニバル＆市民チャレンジデーでの障害者スポーツ体験コーナーの設置やマスターズマラソンにおけるファンラン部門での障害者（車イス等）でも参加
　　　　できる環境づくり
　　➡　引き続き継続的に実施するとともに関係団体とも連携し、更なる機会提供の推進を図っていく。
○激励会・報告会などの場を提供し、活躍した選手への奨励推進。
　⇒　◆国体などの全国大会出場者へのメッセージの送付　◆全国大会等成績優秀者に対する報告会の実施（6人・1団体）
　　➡　引き続き、奨励の推進を図っていく。

①②継続的な実施

実験的試行により課題

等を洗い出し次のス

テップに向けての再考

する。
③関係団体や場所の選定

など実施に向けた検討調

整を行う。
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基本方針Ⅳ　次世代につなぐ新たなスポーツコミュニティを！

＜各年度での取り組み予定＞

R6 R7 R8 R9

①推進委員会の開催
→第1回(7月）・第2回（12月）・第3回（2月）

②地域クラブ設置への取組
→剣道協会・空手道連盟による地域ｸﾗﾌﾞ設置
→スポーツ協会への説明会を開催(10月)
→スポーツ協会へ設置意向確認及びﾋｱﾘﾝｸﾞ
→地域クラブ運営団体の公募(1月)

③保護者等への情報提供・周知
→保護者説明会を10回開催(11～12月)

④制度整備・支援策の検討、指導者講習会
→ガイドライン・設置の手引きの整理、策定
→地域クラブ活動への支援策の検討、予算化
→指導者講習会の実施(3月)

取り組み内容等

【内　容】
中学校部活動の地域移行の推進

【想定される姿】
○公立中学校の部活動地域移行に向けての組織が形成され協議が行われる。
○公立中学校の合同部活動の実施。
○令和８年度中に公立中学校の部活動が終了し、地域クラブへ移行・展開されている。

【主な取り組み状況・今後の取り組み課題など】
○部活動の地域移行に向けた推進委員会（教育委員会設置）との連携
　⇒　◆R6年度は3回実施し、現状報告や今後の進め方などの確認を実施　➡　引き続き、推進委員会からの助言等をもとに地域展開を推進していく。
○地域クラブの設置への取組
　⇒　◆剣道協会4クラブ、空手道連盟1クラブの地域クラブを設置　◆地域クラブ運営団体の公募を実施　⇒　≪R7.3.31時点≫地域クラブ設置予定種目数…17種目
　　➡　引き続き設置予定団体と地域クラブ設置に向けて協議調整するとともに地域クラブ運営団体の公募も行いながら、多種多様な地域クラブの設置に取り組む。
○保護者等への情報提供・周知
　⇒　令和6年度は、保護者説明会を10回開催するとともに、適時保護者周知チラシの配布を行った。
　　➡　引き続き、地域クラブの設置状況等を保護者等へチラシ配布など適宜行う。
〇制度整備・支援策の検討、指導者講習会の実施
　⇒　令和6年度は、ガイドライン、設置の手引きを整理、策定した。地域クラブ活動への支援策の検討及び予算化した。指導者講習会を実施した。
　　➡　令和7～9年度の3年間を実証期間と位置づけ、地域クラブ活動への支援のあり方の検討、制度整備を行う。

①定期的に実施

②設置に向けた協議調整

③④必要に応じて適宜実施

令和８年度中に学校部活

動を終了し、地域クラブ

へ移行

地域クラブ推進課にて検討
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基本方針Ⅴ　安全安心快適で持続可能なスポーツ環境を！

＜各年度での取り組み予定＞

R6 R7 R8 R9

①城山体育館改修（空調等）
→R6.7より空調設備稼働開始

②競技規則に沿った陸上競技場整備の調査
検討

③既存施設の更新等に合わせた都市型ス
ポーツ施設整備の調査検討

④持続可能な施設運営等を行ための財源確
保に向けた調査検討

⑤駒ヶ谷体育館改修
→R7.6より空調設備稼働

取り組み内容等

【内　容】
既存施設等の有効活用及び再整備

【想定される姿】
○陸上競技場の整備。
○都市型スポーツ施設の整備。

【主な取り組み概要・今後の取り組み課題など】
○競技規則に沿った陸上競技場整備の調査検討。
○既存施設の更新等に合わせた都市型スポーツ施設整備の調査検討。
○持続可能な施設運営等を行ための財源確保に向けた調査検討。
　⇒　R5・6年度は、城山体育館の空調等の設置を行うなど大規模改修を実施。
　　➡　R6・7年度は、駒ヶ谷体育館の改修（空調の設置等）を実施。今後の施設整備等については、市の整備計画等とも調整を図り、必要に応じて施設管理担当課等と検討を行う。

②～④

・施設整備に向けた調整（施設管理担当課等）

・施設整備に合わせ施設使用料なども調整

※施設整備については、市の整備計画とも整合を図り、施設

管理担当課等と調整協議を行う。
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